
８．通所介護・
地域密着型通所介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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基本報酬
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7-8時間 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 655 658 3 626 629 3 604 607 3

要介護２ 773 777 4 740 744 4 713 716 3

要介護３ 896 900 4 857 861 4 826 830 4

要介護４ 1,018 1,023 5 975 980 5 941 946 5

要介護５ 1,142 1,148 6 1,092 1,097 5 1,054 1,059 5

通常規模 大規模Ⅰ 大規模Ⅱ

7-8時間 旧 新 差

要介護１ 750 753 3

要介護２ 887 890 3

要介護３ 1,028 1,032 4

要介護４ 1,168 1,172 4

要介護５ 1,308 1,312 4

地域密着型通所介護



加算・減算
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【（地域密着型）通所介護】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

（提供時間） 豪雪地帯等、積雪等の影響を所要時間に考慮可能

認知症加算 60 60 /日

看護職員/介護職員常勤換算方法で２以上加配。前年度または前３月認知症

（常生活自立度Ⅲ以上）20%→15%以上。認知症介護実践者研修等受講者１以

上。認知症ケアの事例検討・会議を定期開催

個別機能訓練加算Ⅰロ 85 76 /日
機能訓練指導員の配置時間の定め無し（合計で２名以上の機能訓練指導員を配

置している時間帯において算定が可能）

入浴介助加算Ⅰ 40 40 /回 入浴介助に関する研修実施

入浴介助加算Ⅱ 55 55 /回 要件明確化(介護職員が医師等の指示のもとICTで情報把握し助言も可能。

計画は通所介護計画記載でも可能.環境は個浴でなくても可能

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

ADL維持等加算Ⅱ 60 60 /月
ADL利得値２以上→３以上（確認方法、初認定～12月もしくは他のリハ提供の

場合計算方法の簡素化）

（送迎） 利用者の居住実態への送迎可能.他事業所(障害含む）と同乗可能

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

共通部分



入浴介助加算 見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



個別機能訓練加算 Ⅰロ 見直し

© Kawahara Business Management Group 122
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



送迎範囲の明確化（柔軟化）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



９．認知症対応型通所介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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単独型

7-8時間 旧 新 差

要介護１ 992 994 2

要介護２ 1,100 1,102 2

要介護３ 1,208 1,210 2

要介護４ 1,316 1,319 3

要介護５ 1,424 1,427 3



加算・減算
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【認知症対応型通所介護】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

（提供時間） 豪雪地帯等、積雪等の影響を所要時間に考慮可能

入浴介助加算Ⅰ 40 40 /回 入浴介助に関する研修実施

入浴介助加算Ⅱ 55 55 /回 要件明確化(介護職員が医師等の指示のもとICTで情報把握し助言も可能。

計画は通所介護計画記載でも可能.環境は個浴でなくても可能

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

ADL維持等加算Ⅱ 60 60 /月
ADL利得値２以上→３以上（確認方法、初認定～12月もしくは他のリハ提供の

場合計算方法の簡素化）

（送迎） 利用者の居住実態への送迎可能.他事業所(障害含む）と同乗可能

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

共通部分



１０．認知症対応型
共同生活介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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２ユニット以上 旧 新 差

要介護１ 752 753 1

要介護２ 787 788 1

要介護３ 811 812 1

要介護４ 827 828 1

要介護５ 844 845 1



加算・減算①
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【認知症対応型共同生活介護】

旧 備考

業務継続計画未実施　減算

（施設・居住系）
▲3%

感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲10% 施設系・居住系（単位数での個別減算から率に変更）

（短期利用の場合） ▲1% 短期入所・多機能系（委員会３月１回,指針,研修定期的）（経過措置１年）

（協力医療機関） 努力義務

①医師看護職の常時相談対応,②常時診療体制

１年１回以上協力医療機関と対応確認と自治体への医療機関名提出

協力医療機関入院時,速やかに再入所(努力義務)

協力医療機関連携加算（１） 100 /月

現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（協力医療機関要件：①医

師/看護職員が常時相談対応、②常時診療体制確保、③急変時の原則入院受入

体制）

協力医療機関連携加算（２） 40 /月
現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（上記、協力医療機関要件

でない場合）

医療連携体制加算Ⅰ→（Ⅰ）イ 59 57 /日
組換え。看護師常勤換算１以上、24時間連絡体制、重度化指針を利用者等に説

明同意

医療連携体制加算Ⅱ→（Ⅰ）ロ 49 47 /日
組換え。看護職員常勤換算１以上、24時間連絡体制、重度化指針を利用者等に

説明同意

医療連携体制加算Ⅲ→（Ⅰ）ハ 39 37 /日
組換え。連携による看護師１以上、24時間連絡体制、重度化指針を利用者等に

説明同意

医療連携体制加算（Ⅱ） 5 /日
組換え。（Ⅰ）＋受入評価（前３ヶ月で１名以上,経管栄養等に留置カテーテ

ル、インスリン注射を追加）

新

共通部分



加算・減算②
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【認知症対応型共同生活介護】

旧 備考

夜間支援体制加算（Ⅰ）※１ユニット 50 50 /日

夜間支援体制加算（Ⅱ）※２ユニット

以上
25 25 /日

退居時情報提供加算 250 /回
入院退所時、利用者同意のもと生活支援上の留意点,認知機能等を医療機関に

情報提供。１人に1回

認知症チームケア推進加算
1:150

2:120
/月

日常生活における注意を必要とする認知症1/2以上.専門研修修了者配置,ﾁｰﾑｹｱ

の指導,評価,計画策定,ﾁｰﾑｹｱ実施評価見直し事例検討。（併算定不可）※Ⅰと

Ⅱは研修の種類が異なる。(認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱとの併算定不可）

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 10 /月

第二種協定締結医療機関と連携,感染症発生時の診療等の取決めと対応。医師

会,医療機関(診療報酬：感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算届出）の

感染対策研修に年１回以上参加

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 5 /月
３年に１回以上感染症発生時に実地指導受ける（診療報酬 感染対策向上加算

届出の医療機関から）

新興感染症等施設療養費 240 /回
感染対策,連携体制のもと施設内療養（月１回連続する５日限度）※現在対象

無し

（協定締結医療機関と連携） 協定締結医療機関と連携,新興感染症発生時等の取決め（努力義務）

（協力医療機関が協定締結医療機関の

場合）
協力医療機関が協定締結医療機関の場合,発生時の対応を協議（義務）

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

夜勤職員の加配（１以上→0.9以上）。見守り機器10%導入。委員会（安全、質

確保、負担軽減の検討）。事業所内での宿直の場合のみ（併設事業所と同時並

行的宿直勤務は不可）

新



医療連携体制加算 見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



協力医療機関との連携強化

• 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療
機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医
療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携
体制を構築するために、以下の見直しを行 う。【省令改正】

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力
医療機関を定めるように努めることとする。

① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護
職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保し
ていること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変
が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関
の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しな
ければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が
可能となった場合においては、速やかに再入居させることができ
るように努めることとする。
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特定施設入居者
生活介護も同様



夜間支援体制加算 要件緩和

Ⅰ：50単位／日 Ⅱ：25単位／日（変わらず）
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11．訪問介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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旧 新 差 処遇１ 処遇２ 処遇３ 処遇４ 減少%

身体介護 20分未満 167 163 -4 203 200 193 187 -2.4%

20～30分未満 250 244 -6 304 299 288 279 -2.4%

30～1時間未満 396 387 -9 482 474 457 443 -2.3%

１時間以上 579 567 -12 706 694 670 649 -2.1%

（30分増すごと） 84 82 -2 102 100 97 94 -2.4%

生活介護 20～45分未満 183 179 -4 223 219 212 205 -2.2%

45分以上 225 220 -5 274 269 260 252 -2.2%

99 97 -2 121 119 115 111 -2.0%通院等乗降介助



加算・減算①
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旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1% 訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援（経過措置R7/3/31）

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止 訪問系,通所系,用具（貸与販売),居宅介護支援　記録の義務

同一建物居住者減算　④ ▲12%
前６月で同一敷地内,隣接敷地内の建物居住者への提供が90％以上。（②の１

月50人以上の15%減算対象を除く）

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 3 /日

①日常生活自立度（Ⅲ→Ⅱ以上）1/2以上。②認知症介護実践リーダー研修等

修了者①20人未満１名＋10人ごとに１名配置。③①に専門的認知症ケア提供。

④留意事項伝達または定期的技術指導会議。

認知症専門ケア加算Ⅱ 4 4 /日

①日常生活自立度Ⅲ以上（50%→20％以上）。②③④　⑤認知症介護指導者研

修修了者１以上全体を指導。⑥介護職員ごとの認知症ケア研修計画作成実施

（予定）。

新

共通部分
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加算・減算②

旧 備考

特定事業所加算Ⅰ 20% 20%

サ責ごとの研修計画。※24時間病院,訪問看護と連携で看取り期の方針策定。

職員研修。重度化要件は看取り期の利用者実績１以上でも可能（この場合※必

須）。

特定事業所加算Ⅱ 10% 10% サ責ごとの研修計画。他変わらず。

特定事業所加算Ⅲ 10% 10%

サ責ごとの研修計画。※24時間病院,訪問看護と連携で看取り期の方針策定。

職員研修。重度化要件は看取り期の利用者実績１以上でも可能（この場合※必

須）。かつ訪問介護等勤続７年以上30%以上、もしくはサ責常勤１以上加配追

加。

特定事業所加算Ⅳ 5% 廃止

特定事業所加算Ⅴ→Ⅳ 3% 3%
サ責ごとの研修計画。訪問介護等勤続７年以上30%以上、もしくはサ責常勤１

以上加配でも可能。

（新）特定事業所加算Ⅴ 3%

HLサ責ごとの研修計画。留意事項の定期会議、利用者情報の文書等報告、健

康診断、緊急時等の対応方法明示。中山間地域等居住者提供。サ責等がケアマ

ネ、医療関係職種等と共同して訪問介護計画見直し。（Ⅰ～Ⅳと併算定可）

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



特定事業所加算の見直し
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Ⅳ廃止（5%) 
Ⅴ Ⅳ
新設Ⅴ

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



認知症専門ケア加算の見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



口腔連携強化加算 創設

© Kawahara Business Management Group 144
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



同一建物居住者減算の追加
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



12．訪問看護

（2024年6月改定）
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2000単位 2500単位

初回加算350単位/月

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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要支援

要介護

旧 新 差 旧 新 差

20分未満 302 303 1 255 256 1

30分未満 450 451 1 381 382 1

30分～1時間未満 792 794 2 552 553 1

１時間～１時間30分未満 1,087 1,090 3 812 814 2

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 283 284 1 － － －

１回に2回を超えて実施する場合 50% 50% -0.5 － － －

病院・診療所等ステーション

旧 新 差 旧 新 差

20分未満 313 314 1 265 266 1

30分未満 470 471 1 398 399 1

30分～1時間未満 821 823 2 573 574 1

１時間～１時間30分未満 1,125 1,128 3 842 844 2

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 293 294 1 － － －

１回に2回を超えて実施する場合 90% 90% -0.9 － － －

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携 2,954 2,961 7 2,954 2,961 7

ステーション 病院・診療所等



加算・減算①
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旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1% 訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援（経過措置R7/3/31）

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止 訪問系,通所系,用具（貸与販売),居宅介護支援　記録の義務

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

緊急時訪問看護加算（ｽﾃｰｼｮﾝ）→Ⅱ 574 574 /月

緊急時訪問看護加算（病院/診療所）

→Ⅱ
315 315 /月

（新）緊急時訪問看護加算Ⅰ（ｽﾃｰｼｮ

ﾝ）
600 /月

（新）緊急時訪問看護加算Ⅰ（病院/

診療所）
325 /月

24時間対応体制の確保（看護師等以外

の対応）

※24時間対応体制構築の場合、看護師等以外の職員でも差し支えない。以下の

要件を満たすこと。

①家族からの電話連絡相談の対応マニュアル整備

②緊急時は看護師等の速やかな連絡体制や緊急訪問が可能な体制を整備

③管理者は、連絡を担当する看護師等以外の職員体制・勤務状況を明らかにす

る。

④相談は看護師等に報告、看護師等が訪問看護記録に記載。

⑤①～④を家族に説明し同意を得る

⑥連絡相談を担当する看護師等以外の職員を都道府県知事に届ける。

利用者家族等からの電話等への常時対応体制。

利用者家族等からの電話等への常時対応体制。緊急時訪問への負担軽減の業務

管理体制整備。※

新

共通部分
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加算・減算②

旧 備考

専門管理加算 250 /月

緩和ｹｱ,褥瘡ｹｱ,人工肛門ｹｱ,人工膀胱ｹｱの専門研修受講看護師が計画的管理（対

象：悪性腫瘍鎮痛療法/化学療法、真皮を超える褥瘡、人工肛門・人工膀胱で

管理困難な方）。もしくは特定行為研修終了看護師が計画的管理（対象：診療

報酬手順書加算算定の利用者）。月１回限度。

ターミナルケア加算 2,000 2,500 死亡日,死亡日前14日以内２日以上ターミナルケア実施（死亡月）

遠隔死亡診断補助加算 150 /回

情報通信機器での在宅看取り研修受講看護師が死亡診断加算（診療報酬）を算

定する利用者に医師の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を

行った場合

リハ職の訪問回数が看護職を超過又は

特定加算等の算定無しの場合のリハビ

リ職による訪問の減算

▲8 /回

①緊急時訪問看護加算＆特別管理加算＆看護体制強化加算を算定していない場

合

もしくは

②①を算定し前年度のリハビリ職の訪問回数が訪問看護の訪問回数を上回る場

合は８単位減算

①②は介護予防も同様。ただし予防で①を算定し、リハビリ職の訪問回数以上

に訪問看護の回数がある場合で12月を超えて行う場合は、5単位減算（現行通

り）

（新）初回加算Ⅰ 300 350 /月 退院当日に初回の訪問看護を実施。（訪問看護計画書作成あり）

初回加算→Ⅱ 300 300 /月 退院翌日以降

退院時共同指導加算 600 600 /回

退院時に病院、診療所、老健、介護医療院等の医師等と協働で在宅で看護にあ

たるものに対して文書で療養上の指導を行う。退院（所）時に１回（特別管理

を必要とする場合は２回）に限る。初回加算を算定する場合は、算定しない。

新



緊急時訪問看護加算（Ⅰ）
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従来からの追加要件

ST 600単位/月
病院/診療所 325単位/月

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



専門管理加算 創設
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



遠隔死亡診断補助加算 150単位/回（新設）

• 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報
酬点数表の区分番号Ｃ001の注 ８（医科診療報酬点表の区分番号Ｃ001―２ の注
６の規定により準用する場合（指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受け
ている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。）を含
む。）に規定する 死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地
域に居住する利用者に限る。）について、その主治医の指示に基づき、情報通信
機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算とし
て、 所定単位数に加算する。（新設）

【参考】Ｃ001 在宅患者訪問診療料（I) 注８ 死亡診断加算 200点 以下の要件を満たしている場合
であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成29 年９月厚生労働
省）」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療
の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。

イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見
込まれる状況であること。

ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携
する他の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナ ル
ケア加算若しくは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ス
テーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
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リハビリ職員による訪問
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



13．定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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旧 新 差 旧 新 差 ①減額％ ②減額％

要介護１ 5,697 5,446 -251 8,312 7,946 -366 -4.4% -4.4%

要介護２ 10,168 9,720 -448 12,985 12,413 -572 -4.4% -4.4%

要介護３ 16,883 16,140 -743 19,821 18,948 -873 -4.4% -4.4%

要介護４ 21,357 20,417 -940 24,434 23,358 -1,076 -4.4% -4.4%

要介護５ 25,829 24,692 -1,137 29,601 28,298 -1,303 -4.4% -4.4%

訪問看護　無し① 訪問看護　あり②



夜間にのみサービスを必要とする利用者
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



加算・減算①
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旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1% 訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援（経過措置R7/3/31）

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止 訪問系,通所系,用具（貸与販売),居宅介護支援　記録の義務

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

認知症専門ケア加算Ⅰ

（下段　新体系のⅢ算定（ただし夜間

対応型訪問介護Ⅱは上段）の場合）

90 90

3

/月

/日

①日常生活自立度（Ⅲ→Ⅱ以上）1/2以上。②認知症介護実践リーダー研修等

修了者①20人未満１名＋10人ごとに１名配置。③①に専門的認知症ケア提供。

④留意事項伝達または定期的技術指導会議。

認知症専門ケア加算Ⅱ

（下段　新体系のⅢ算定（ただし夜間

対応型訪問介護Ⅱは上段）の場合）

120 120

4

/月

/日

①日常生活自立度Ⅲ以上（50%→20％以上）。②③④　⑤認知症介護指導者研

修修了者１以上全体を指導。⑥介護職員ごとの認知症ケア研修計画作成実施

（予定）。

緊急時訪問看護加算→Ⅱ 315 315 /月 利用者家族等からの電話等への常時対応体制。

（新）緊急時訪問看護加算Ⅰ 325 /月
利用者家族等からの電話等への常時対応体制。緊急時訪問への負担軽減の業務

管理体制整備。※

24時間対応体制の確保（看護師等以外

の対応）

※24時間対応体制構築の場合、看護師等以外の職員でも差し支えない。以下の

要件を満たすこと。

①家族からの電話連絡相談の対応マニュアル整備

②緊急時は看護師等の速やかな連絡体制や緊急訪問が可能な体制を整備

③管理者は、連絡を担当する看護師等以外の職員体制・勤務状況を明らかにす

る。

④相談は看護師等に報告、看護師等が訪問看護記録に記載。

⑤①～④を家族に説明し同意を得る

⑥連絡相談を担当する看護師等以外の職員を都道府県知事に届ける。

新

訪問看護の改定

共通部分



加算・減算②
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旧 備考

ターミナルケア加算 2,000 2,500 死亡日,死亡日前14日以内２日以上ターミナルケア実施（死亡月）

退院時共同指導加算 600 600 /回

退院時に病院、診療所、老健、介護医療院等の医師等と協働で在宅で看護にあ

たるものに対して文書で療養上の指導を行う。退院（所）時に１回（特別管理

を必要とする場合は２回）に限る。初回加算を算定する場合は、算定しない。

総合マネジメント強化加算→Ⅱ 1,000 800 /月

①心身状態や家庭環境変化を踏まえた職種協働で個別サービス計画を作成し、

随時見直す。

②病院、診療所、老健等に対してサービスの具体的内容の情報提供を行う

（新）総合マネジメント強化加算Ⅰ 1,200 /月

③利用者とかかわりのある地域住民等の相談に日常的に対応する体制確保

④住民との連携で地域資源を効果的に活用し利用者支援を行う

①～④のほか⑤～⑧のいずれか１つ以上

⑤障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し世代間交流の拠点となっ

ている（必須要件の可能性あり）

⑥地域住民等、多事業所等と協働で事例検討会、研修会等を実施している

⑦市町村の通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加

している

⑧地域住民、住まいの相談に対する相談に応じ必要な支援を行う

（随時対応サービスの集約化の範囲）
適切な訪問体制が確保されサービスに支障がなければ都道府県を超えて事業所

間が可能

新たな区分創設

（夜間対応型訪問介護看護と将来の一

体的実施に向けた）

夜間のみサービスを必要とする利用者（要介護度によらない）

定額の基本サービス費と出来高の定期巡回サービス、随時訪問サービス１人、

２人の料金設定。※夜間対応型訪問介護費Ⅰと同単位数にて設定

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



総合マネジメント体制強化加算の見直し
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Ⅱ：800単位

Ⅰ：1200単位

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



随時対応サービスの集約化できる範囲
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



14．居宅介護支援
（介護予防支援）
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単位変わらず 歯科医師診察同席対象

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



介護予防支援の指定
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472単位

442単位

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



介護予防支援の報酬
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



（介護予防支援）基本報酬
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旧 新 差

地域包括支援センターが行う場合 438 442 4

指定居宅介護支援事業所が行う場合 ー 472 34

介護予防支援



介護予防支援 加算・減算
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共通部分

【介護予防支援】 旧 備考

基本報酬の区分

市町村長への予防プランの実施情報を情報提供（運営基準上義務）

地域包括支援センターの単位数と介護予防支援事業の単位数を変え、事業所指

定を誘導。

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成。訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援（経

過措置R7/3/31）

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止 訪問系,通所系,用具（貸与販売),居宅介護支援　記録の義務

特別地域介護予防支援加算 +15% 別に厚生労働大臣が定める地域に所在

中山間地域等における小規模事業所加

算
+10%

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合

中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算
+5%

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域を越えて、指定介護予防支援を行った場合

新



居宅介護支援 基本報酬
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ⅰ 旧 新 差 旧 新 差

要介護１・２ 1,076 1,086 10 1,076 1,086 10

要介護３・４・５ 1,398 1,411 13 1,398 1,411 13

ⅱ

要介護１・２ 539 544 5 522 527 5

要介護３・４・５ 698 704 6 677 683 6

ⅲ

要介護１・２ 323 326 3 313 316 3

要介護３・４・５ 418 422 4 406 410 4

居宅介護支援費（Ⅰ） 居宅介護支援費（２）



基本報酬 逓減制の見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



モニタリング頻度の緩和
（連携によるモニタリング）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



特定事業所加算の見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



同一建物居住者減算
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



入院時情報連携加算 見直し
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３日

当日
３日

４日以上７日

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



ターミナルケアマネジメント加算等見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



説明責任の一部努力義務へ
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



福祉用具の一部選択制導入
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



居宅介護支援 加算・減算①
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共通部分

【居宅介護支援】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成。訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援（経

過措置R7/3/31）

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止 訪問系,通所系,用具（貸与販売),居宅介護支援　記録の義務

（基本報酬） 低減性40→45件未満,40-60→45-60件未満

（基本報酬）ICT等活用 ﾃﾞｰﾀ連携システム活用＆事務職員配置45→50未満,45-60→50-60件未満

（基本報酬）予防件数算出 0.5→0.33カウント

同一建物居住者減算 ▲5%
同一敷地・隣接した敷地、同一建物の利用者、もしくは１月あたり利用者が20

人以上同一建物に居住する利用者の場合

（専任要件）
（主任）介護支援専門員の専任要件（介護予防支援や総合相談支援の委託は兼

務可能）

（モニタリング）
２月に１回（予防は６月に１回）TV電話可能（利用者同意,関係機関合意,状態

安定,意思疎通可能,他機関と連携での情報収集）

新
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【居宅介護支援】 旧 備考

特定事業所加算Ⅰ 505 519 /月

特定事業所加算Ⅱ 407 421 /月

特定事業所加算Ⅲ 309 323 /月

特定事業所加算A 100 114 /月

入院時情報連携加算Ⅰ 200 250 /月
入院後3日→当日に病院等に入院日以前の情報を含め提供（事業所休業日配

慮）

入院時情報連携加算Ⅱ 100 200 /月
7日→3日以内に病院等に入院日以前の情報を含め情報提供（事業所休業日配

慮）

通院時情報連携加算 50 50 /月
歯科医師の診察への同席も対象。診察時に同席、心身状況等情報提供、歯科医

師からの必要な情報をケアプランに記録。（１月１回限度）

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 400 400 /月
末期がんに限定せず対象。終末期医療やケア方針の意向を把握したうえで死亡

日、死亡日前14日以内に２日以上居宅訪問

特定事業所医療介護連携加算 125 125 /月 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（5回/年→15回/年：前々年度の３月～前年度の２月）

（主治医）

通所リハ,訪問リハ利用開始時に入院中の医療機関の医師も含む。入院中の医

師の意見を踏まえて医療サービスを含むケアプランを作成する（主治医にケア

プラン交付）

（運営基準減算） 前6月の特定事業所集中減算要件のｻｰﾋﾞｽ割合の説明（義務→努力義務）

新

変更点のみ

ヤングケアラー,障害者,生活困窮者,難病患者等の制度の事例検討会や研修参加

追加。

運営基準減算の適用を受けていないことは要件から除外。

（主任）ケアマネジャーが予防介護支援や相談支援事業との兼務可能。

一人当たり件数の見直しに合わせた変更

居宅介護支援 加算・減算②



15．看護小規模多機能型
居宅介護

（小規模多機能型居宅介護）

© Kawahara Business Management Group 181
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小規模多機能型居宅介護共通

訪問看護共通

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



© Kawahara Business Management Group 183

小規模多機能型居宅介護共通

訪問看護共通

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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■看護小規模多機能型居宅介護

旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 12,438 12,447 9 11,206 11,214 8

要介護２ 17,403 17,415 12 15,680 15,691 11

要介護３ 24,464 24,481 17 22,042 22,057 15

要介護４ 27,747 27,766 19 25,000 25,017 17

要介護５ 31,386 31,408 22 28,278 28,298 20

同一建物居住者以外 同一建物居住者

■小規模多機能型居宅介護

旧 新 差 旧 新 差

要支援１ 3,438 3,450 12 3,098 3,109 11

要支援２ 6,948 6,972 24 6,260 6,281 21

要介護１ 10,423 10,458 35 9,391 9,423 32

要介護２ 15,318 15,370 52 13,802 13,849 47

要介護３ 22,283 22,359 76 20,076 20,144 68

要介護４ 24,593 24,677 84 22,158 22,233 75

要介護５ 27,117 27,209 92 24,433 24,516 83

同一建物居住者同一建物居住者以外



看護小規模多機能型居宅介護 加算・減算①
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看護小規模多機能型居宅介護 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲1% 短期入所・多機能系（委員会３月１回,指針,研修定期的）（経過措置１年）

（新）認知症加算Ⅰ 920 /月
2に加えて、認知症介護指導者研修修了者1名以上配置し指導実施。介護・看護

職員ごとの認知症ケア個別研修計画作成と実施（予定）

（新）認知症加算Ⅱ 890 /月

認知症介護実践リーダー研修等修了者を日常生活自立度Ⅲ以上20人未満Ⅰ名＋

10人ごと１名配置。専門的認知症ケア提供。留意事項伝達または定期的技術指

導会議。

認知症加算Ⅰ→Ⅲ 800 760 /月 認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上

認知症加算Ⅱ→Ⅳ 500 460 /月 要介護２かつ認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ

過少サービス減算 70% 70% /月 登録者平均利用回数４回未満。または週平均１回満たない場合

緊急時訪問看護加算→緊急時対応加算 574 774 /月
24時間連絡体制、緊急時訪問・緊急時宿泊体制の同意。（訪問は訪問看護サー

ビスを行う場合に限る）

（省令改正）
「通い」・「泊まり」で提供されるサービスに、看護サービス（療養上の世話

又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確にした

新

訪問看護の改定

小規模多機能型居宅介護共通
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看護小規模多機能型居宅介護 加算・減算①

訪問看護の改定
小規模多機能型居宅介護共通

看護小規模多機能型居宅介護 旧 備考

総合マネジメント強化加算→Ⅱ 1,000 800 /月

①心身状態や家庭環境変化を踏まえた職種協働で個別サービス計画を作成し、

随時見直す。

②日常的に地域住民等と交流を図り、地域行事等に積極的に参加している。

③（看多機）病院、診療所、老健等に対してサービスの具体的内容の情報提供

を行う

（新）総合マネジメント強化加算Ⅰ 1,200 /月

④利用者とかかわりのある地域住民等の相談に日常的に対応する体制確保

⑤生活支援サービス（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供される居

宅サービス計画を作成する

①～⑤のほか⑥～⑨のいずれか１つ以上

⑥住民との連携で地域資源を効果的に活用し利用者支援を行う

⑦障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し世代間交流の拠点となっ

ている（必須要件の可能性あり）

⑧地域住民等、多事業所等と協働で事例検討会、研修会等を実施している

⑨市町村の通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加

している

専門管理加算 250 /月

緩和ｹｱ,褥瘡ｹｱ,人工肛門ｹｱ,人工膀胱ｹｱの専門研修受講看護師が計画的管理（対

象：悪性腫瘍鎮痛療法/化学療法、真皮を超える褥瘡、人工肛門・人工膀胱で

管理困難な方）。もしくは特定行為研修終了看護師が計画的管理（対象：診療

報酬手順書加算算定の利用者）。月１回限度。

ターミナルケア加算 2,000 2,500 死亡日,死亡日前14日以内２日以上ターミナルケア実施（死亡月）

遠隔死亡診断補助加算 150 /回

情報通信機器での在宅看取り研修受講看護師が死亡診断加算（診療報酬）を算

定する利用者に医師の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を

行った場合

新
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看護小規模多機能型居宅介護 旧 備考

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅰ 10 10 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅱ 15 15 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

排せつ支援加算Ⅲ 20 20 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 3 /月 （重複項目見直し)

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13 13 /月 入所時の褥瘡治癒を評価(重複項目見直し)

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

（管理者要件） 支障なければ他の事業所、施設等の職務従事可能

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

看護小規模多機能型居宅介護 加算・減算①

訪問看護の改定

小規模多機能型居宅介護共通



認知症加算の強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

小規模多機能型居宅介護共通



柔軟なサービス提供の促進
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

看護小規模多機能型居宅介護



サービス内容の明確化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

看護小規模多機能型居宅介護



16．居宅療養管理指導

（2024年6月改定）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

減算無し

記録



基本報酬
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■居宅療養管理指導

月回数 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差

２回
医師

（下 以外）
514 515 1 486 487 1 445 446 1

２回

医師

（在宅時医学総合管理料ま

たは特定施設入居時等医学

総合管理料を算定する場

合）

298 299 1 286 287 1 259 260 1

２回 歯科医師 516 517 1 486 487 1 440 441 1

２回
薬剤師

（病院・診療所）
565 566 1 416 417 1 379 380 1

４回
薬剤師　※１

（薬局）
517 518 1 378 379 1 341 342 1

情報通信機器使用 45 46 1 ← 月１回限り➡月４回

２回

管理栄養士 ※2

（指定居宅療養管理指導事

業所）

544 545 1 486 487 1 443 444 1

２回
管理栄養士

（上記以外）
524 525 1 466 467 1 423 424 1

４回 歯科衛生士等 ※3 361 362 1 325 326 1 294 295 1

１人 ２～9人 以外

※１（薬剤師 屋局）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者及び心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者について
は、週2回かつ月8回算定できる。      

※ 2（管理栄養士）について、計画的な医学管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨
の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から30日間に限

※ 3（歯科衛生士）について、がん末期の患者については、月６回を限度として算定できる。    
   



薬剤師による麻薬等の薬剤管理強化

© Kawahara Business Management Group 194
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



薬剤師による情報通信機器の活用促進
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



管理栄養士、歯科衛生士等の対象拡大
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



管理栄養士の終末期等の関与強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



17．特定施設入居者生活介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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■特定施設入居者生活介護

旧 新 差

要支援１ 182 183 1

要支援２ 311 313 2

要介護１ 538 542 4

要介護２ 604 609 5

要介護３ 674 679 5

要介護４ 738 744 6

要介護５ 807 813 6



加算・減算①
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旧 備考

業務継続計画未実施　減算

（施設・居住系）
▲3%

感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲10% 施設系・居住系（単位数での個別減算から率に変更）

（短期利用、外部サービス利用型） ▲1% 短期入所・多機能系（委員会３月１回,指針,研修定期的）（経過措置１年）

（協力医療機関） 努力義務

①医師看護職の常時相談対応,②常時診療体制

１年１回以上協力医療機関と対応確認と自治体への医療機関名提出

協力医療機関入院時,速やかに再入所(努力義務)

医療機関連携加算

→協力医療機関連携加算（１）
80 100 /月

現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（協力医療機関要件：①医

師/看護職員が常時相談対応、②常時診療体制確保、③急変時の原則入院受入

体制）

医療機関連携加算

→協力医療機関連携加算（２）
80 40 /月

現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（上記、協力医療機関要件

でない場合）

（新）夜間看護体制加算（Ⅰ） 18 /日

①常勤看護師１以上（看護責任者任命）

②夜勤または宿直看護職員１以上.必要時健康管理体制確保

③重度化の対応指針の説明同意

夜間看護体制加算→（Ⅱ） 10 9 /日
要件変わらず（①③と看護職員（連携でも可）との24時間連絡体制と必要時健

康管理体制確保）

新



加算・減算②
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旧 備考

退居時情報提供加算 250 /回
入院退所時、利用者同意のもと生活支援上の留意点,認知機能等を医療機関に

情報提供。１人に1回

入居継続支援加算Ⅰ 36 36 /日
重度利用者の要件（15%以上）に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法、インス

リン注射実施を追加

入居継続支援加算Ⅱ 22 22 /日
重度利用者の要件（15%以上）に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法、インス

リン注射実施を追加

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

ADL維持等加算Ⅱ 60 60 /月
ADL利得値２以上→３以上（確認方法、初認定～12月もしくは他のリハ提供の

場合計算方法の簡素化）

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 10 /月

第二種協定締結医療機関と連携,感染症発生時の診療等の取決めと対応。医師

会,医療機関(診療報酬：感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算届出）の

感染対策研修に年１回以上参加

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 5 /月
３年に１回以上感染症発生時に実地指導受ける（診療報酬 感染対策向上加算

届出の医療機関から）

新興感染症等施設療養費 240 /回
感染対策,連携体制のもと施設内療養（月１回連続する５日限度）※現在対象

無し

（協定締結医療機関と連携） 協定締結医療機関と連携,新興感染症発生時等の取決め（努力義務）

（協力医療機関が協定締結医療機関の

場合）
協力医療機関が協定締結医療機関の場合,発生時の対応を協議（義務）

新



加算・減算③
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旧 備考

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

口腔衛生管理体制加算 30 0 /月
包括化（年２回以上歯科医師/歯科衛生士の技術的助言・指導.入居者の口腔衛

生管理体制計画作成）（3年間経過措置期間）

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

特例的人員基準（省令改正）

看護・介護職員配置3（要支援10）:1→3（要支援10）:0.9

委員会（安全/質/負担軽減）,見守り機器等導入.職員間の役割分担,データで確

認できる（総業務時間のケア時間の増加,満足度WHO-5等が悪化していない,超

過勤務時間短縮,職員の心理的負担（SRS-18等）悪化なし）（安全：休憩等配

慮,緊急時体制,機器不具合定期チェック実施,職員教育,訪室必要な利用者への個

別実施）

試行後に指定賢者に届け出運用.

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



生産性向上のモデル的取組み

© Kawahara Business Management Group 205
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



夜間看護体制加算の強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



入居継続支援加算における医療的ケアの強化

© Kawahara Business Management Group 208
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



口腔衛生管理の義務化と強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



18．福祉用具貸与・販売
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特定福祉用具販売共通

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

減算1/100
減算1/100

記録



福祉用具貸与のモニタリングの強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



19．訪問入浴介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

減算1/100
減算1/100

記録



基本報酬
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■訪問入浴 旧 新 差

要支援 852 856 4

要介護 1,260 1,266 6



看取りの促進
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



医療・福祉界の健全発展に資することが私たちの使命です。
川原経営グループは、これからも経営コンサルティング・税務会計・会計監査の三つの柱を完備し、

お客様の総合的なサポートを実現するオールラウンド・サービスを提供し続けて参ります。

川原経営グループ概要

医
療
機
関

福
祉
施
設

介護・福祉施設の
第三者評価事業

社会福祉法人の
財務会計のご相談

福祉施設・
介護事業経営全般
に関するご相談

病院・診療所
福祉施設等の
人財のご相談

月次監査
税務会計顧問

サービス

病院・診療所
経営全般のご相談

持分なし医療法人移行支援多数
（認定医療法人29件：支援中含む）
※2021年3月時点の全国の認定件数：673件（厚生労働省調べ）

医療法人設立支援約684件
（2021年まで）

国や自治体からの
調査研究

医療法人の
ご相談

川原経営
グループ

開業・事業承継
支援
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社名 川原経営グループ
株式会社川原経営総合センター 税理士法人川原経営 行政書士法人川原経営
社会保険労務士法人川原経営 株式会社医療福祉経営研究所

所在地 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー9階
創業 1967年12月
資本金 3,014万円（グループ合計）
社員数 165名

有資格者 公認会計士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士・CFP・AFP
認定医業経営コンサルタント・情報化認定コンサルタント・情報セキュリティ管理士
マイクロソフト認定技術者・ISO審査員補・薬剤師・看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉士
精神保健福祉士・臨床心理士・保育士・診療放射線技師・あん摩マッサージ指圧師
社会福祉主事任用資格・産業カウンセラー 等

関連企業 医療経済フォーラム・ジャパン（事務局）
メディカル・マネジメント・プランニング・グループ（MMPG）
株式会社工ム・エム・ピー・ジー総研
監査法人MMPGエーマック

沿革 1967年 川原税務会計事務所 設立
1968年 株式会社川原経営総合センター 設立
1998年 福祉経営コンサルティング専門部署 新設
1999年 医業経営コンサルティング専門部署 拡充
2000年 人事コンサルティング専門部署 新設
2001年 福祉財務コンサルティング専門部署 新設
2004年 税理士法人川原経営設立（川原税務会計事務所から業務移管）
2005年 川原丈貴 代表取締役社長に就任
2008年 株式会社医療福祉経営研究所 設立（組織改編）
2011年 病院コンサルティング部 新設
2012年 開発部（拡充・再編）
2017年 創立50周年
2022年 行政書士法人川原経営・社会保険労務士法人川原経営 設立

川原経営グループ概要

TEL 03-5422-7670（代表）
FAX 03-5422-7617
URL https://www.kawahara-group.co.jp
E-mail info@kawahara-group.co.jp

ホームページ Twitter
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経営相談会 受付中
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介護経営戦略コンサルティング
ホームページ 御覧ください。

オンライン個別相談会受付中
（3月４日、3月14日、3月18日、他）



© Kawahara Business Management Group

03(5422)7147 r-tanaka@kawahara-group.co.jp 

株式会社川原経営総合センター 経営コンサルティング部門

福祉経営コンサルティング部 介護経営戦略グループ
シニアコンサルタント 田中 律子
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